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 はじめに 

容量市場業務マニュアル 長期脱炭素電源オークション ペナルティ・容量確保契約金

額対応編（以下「本業務マニュアル」という。）は、電力広域的運営推進機関（以下

「本機関」という。）の業務規程（第 32条の 5）の規定に基づき作成された文書で

す。 

 

長期脱炭素電源オークション（以下「本オークション」という。）の容量提供事業者

に係る契約締結以降の業務（以下「容量確保契約期間業務」という。）は、電源によ

っては、制度適用期間前から一部業務を実施いただきます。 

当該業務の手続き等については、本業務マニュアルのほか、『電源等差替・市場退

出・契約の変更・登録情報の変更業務編』、『実需給期間前から発生するリクワイアメ

ント対応編』に記載されています（図 1-1参照）。 

 

主な
手続き

・・・
制度適用期間開始

2年度前
制度適用期間開始

1年度前 ・・・実需給年度(1年目)
オークション実施年度

制度適用期間

オークション業務 電源等差替・市場退出・契約の変更・登録情報の変更業務

• 系統接続費及び水素・アンモニア
に関する支援制度の支援金額確
定後の手続き

• 電源等情報の追加登録
• 事業者・電源等情報・期待容量
の変更

• 事後的な費用増加への対応
(建設費の増加、運転維持費のみ
の増加)

実需給期間前から発生するリクワイアメント対応
供給力提供開始時期・期限の遵守※一部業務は2026年度以降に開始

容量停止計画の調整
脱炭素化ロードマップの遵守

公表されている
マニュアルに掲載中の業務

別冊

容量確保契約(変更・解約・解除)
市場退出
電源等差替

登録情報の変更

余力活用契約の締結
供給指示に関する給電申合書等の締結

容量拠出金対応

実需給期間中 リクワイアメント対応

ペナルティ・容量確保契約金額対応
実需給期間前から発生するペナルティへの対応

供給力維持、発電余力の卸電力取引所等への
入札、電気の供給指示への対応、
混焼率、CO2貯蔵率、設備利用率

実需給期間中に発生するペナルティへの対応

容量拠出金対応

容量確保契約金額対応

 

図 1-1業務の発生時期と公表されているマニュアルに掲載中の業務 

 

各マニュアルに記載されている業務は関連していますので、必要に応じて本業務マニ

ュアル以外もご参照ください。本業務マニュアルは本オークションの容量提供事業者

が実施する手続きのうち、経済的ペナルティ等の請求対応に係る業務手順やシステム1

の操作方法2が記載されています。 

なお、本業務マニュアルにおいては制度適用期間前に発生し得る経済的ペナルティに

係る請求及び支払不足への対応について記載しています（図 1-2参照）。 

                             

 
1 容量市場システムは、容量市場における容量オークション等への参加を希望する本機関会員、その他電気供給事業者の情報を適切に

把握し、円滑な市場運営を行うために必要な機能を備えた情報処理システムです。 
2 本業務マニュアルに記載している容量市場システムの機能は一部であり、その他の機能は必要に応じて容量市場システムマニュアル

を参照してください。 
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容量確保契約金額対応等の制度適用期間以降に係る業務手順については、今後当該業

務が発生する際に本業務マニュアルに追記します。 

 

(凡例) 業務の流れ
公表されている各業務

マニュアルに今後追加する業務
今後公表予定のマニュアル

に掲載する業務
公表されている
各業務マニュアル

特定の事由に該当
する場合の流れ

電源等差替・
市場退出・
契約の変更・

登録情報の変更業務

実需給期間前から
発生する

リクワイアメント対応

供給力提供開始時期・期限の遵守

脱炭素化ロードマップの遵守

容量停止計画の調整

余力活用契約の締結
(市場退出)

供給力提供
開始時期変更

契約変更
契約解除

契約変更
解約

契約解除

容量確保契約
(変更・解約・解除)

本業務マニュアル

公表されている各業務
マニュアルに掲載中の業務

市場退出

登録情報の変更

電源等差替

ペナルティ・
容量確保契約金額対応

実需給期間中
リクワイアメント対応

容量拠出金対応 容量拠出金対応

実需給期間中 リクワイアメント

• 供給力の維持

• 発電余力の卸電力取引所等への入札
• 電気の供給指示への対応
• 混焼率
• CO2貯蔵率
• 設備利用率

実需給期間の
経済的ペナルティ

実需給期間前から発生する
ペナルティへの対応

容量確保契約金額対応

実需給期間中に発生する
ペナルティへの対応

供給指示に関する
給電申合書等の締結

市場退出・
供給力提供開始時期の

経済的ペナルティ

 

図 1-2業務の関係性と本業務マニュアルの対象とする業務 

 

1.1 本業務マニュアルの対象事業者及び対象ケース 

1.2 本業務マニュアルの構成 
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1.1 本業務マニュアルの対象事業者及び対象ケース 

本業務マニュアルの対象事業者は、本オークションの容量提供事業者です。 

以下のケースが発生した際に、該当の章.節を参照の上、対応を行ってください（表 

1-1参照）。 

 

表 1-1本業務マニュアルの対象事業者及び対象ケース 

対応する

章.節 

業務名 対象事業者 参照の対象ケース 

2.1 請求への対応 容量提供事業者 容量確保契約約款（以下「約款」と

いう。）に記載の以下ペナルティに

係る請求を受領した場合 

・ 第 12条「市場退出時の経済的

ペナルティ」のうち、制度適用

期間前に発生するもの 

・ 第 15条「制度適用期間前のペ

ナルティ」 

2.2 支払不足への対応 容量提供事業者 支払不足に係る連絡を受領した場合 
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1.2 本業務マニュアルの構成 

本業務マニュアルにおける章の構成は以下のとおりです（図 1-3参照）。 

 

実需給期間前から発生する
経済的ペナルティへの対応

第2章

請求への対応

2.1

支払不足への対応

2.2

 

図 1-3本業務マニュアルの構成（第 1章除く） 
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 実需給期間前から発生する経済的ペナルティへの対応 

本章では、実需給期間前から発生する経済的ペナルティへの対応に関する以下の内容

について説明します（図 2-1参照）。 

 

2.1請求への対応 

2.2支払不足への対応 

 

実需給期間前から発生する
経済的ペナルティへの対応

第2章

請求への対応

2.1

支払不足への対応

2.2

 

図 2-1第 2章の構成 

 

なお、実需給期間前から発生し得る経済的ペナルティは以下です（表 2-1参照）。 

該当する経済的ペナルティが発生していない容量提供事業者については、本章の確認は不

要です。 

 

表 2-1実需給期間前から発生し得る経済的ペナルティ 

取引性質 ペナルティ（約款より） 

請求 第 12条 市場退出時の経済的ペナルティ 

のうち、制度適用期間前に発生するもの 

第 15条 制度適用期間前のペナルティ 

① 供給力提供開始時期の遵守 
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注：容量停止計画の調整のアセスメント結果に基づく対象実需給年度前のペナルティの

取扱い 

約款第 18 条第 1 項（1）に記載の容量停止計画の調整のアセスメント結果に基づく

ペナルティについては、対象実需給年度における容量確保契約金額からの減額とし

てペナルティが適用されるため、請求・支払への対応は発生しません。 
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2.1 請求への対応 

本節は、経済的ペナルティの請求への対応について以下の流れで説明します（図 2-2

参照）。 

 

2.1.1請求内容の受領 

2.1.2指定口座への振込 

 

凡例 業務の流れ

事業者

広域機関 START

2.1業務名 請求への対応

請求内容の
作成

請求内容の
受領

請求内容の
通知

END

2.1.1

振込内容の
確認

指定口座への
振込

2.1.2

 
図 2-2請求への対応業務の詳細構成 

 

 請求内容の受領 

【概要】 

本項は、請求内容の受領について説明します。 

「変更契約書」又は「解約合意書」（「解除通知書」）に記載された請求情報を確認し

てください。 

 

【詳細手順】 

請求内容については、「変更契約書」又は「解約合意書」（「解除通知書」）に記載して

郵送します。通知内容の確認後、経済的ペナルティの支払手続が必要となります。請

求内容を受領後、以下記載項目を参照し、内容を確認してください（図 2-3、図 

2-4、図 2-5、図 2-6、表 2-2、表 2-3、表 2-4、表 2-5参照）。 
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図 2-3変更契約書（本紙）イメージ 
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図 2-4変更契約書（補足情報）イメージ 
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表 2-2請求内容の記載項目 変更契約書 

No 記載項目 記載内容 

1 経済的ペナルティ[円] 経済的ペナルティ総額 

2 ペナルティ振込先 経済的ペナルティの振込先 

 

表 2-3金額算定根拠の項目 変更契約書 

〈市場退出の場合〉 

No 記載項目   記載内容 

1 応札年度 応札年度 

2 市場退出年度 市場退出年度 

3 
物価補正 

 

応札前年度コア CPI年平均

値 
応札年度前年の消費者物価指数（コア

CPI、年平均値） 

4 
市場退出前年度コア CPI 年

平均値 
市場退出年度前年の消費者物価指数（コ

ア CPI、年平均値） 

5 

物価補正項 市場退出決定年度前年の消費者物価指数

（コア CPI、年平均値）と応札年度前 

年の消費者物価指数（コア CPI、年平均

値）から算定された物価補正項 

6 物価補正前契約単価[円/kW/年] 物価補正前の契約単価 

7 物価補正後契約単価[円/kW/年] 物価補正後の契約単価 

8 退出容量[kW] 市場退出する容量 

9 経済的ペナルティ[円] 経済的ペナルティの金額 

 

注 1：コア CPIについて 

消費者物価指数（コア CPI、年平均値）は補正実施時点で総務省により公表されて

いる最新の基準年における「生鮮食品を除く総合」指数を用いる。 

 

注 2：制度適用期間前の経済的ペナルティ算定に用いる契約単価の補正 

制度適用期間前に市場退出する場合は、経済的ペナルティ算定において契約単価に

適用する物価補正値の算定に、市場退出決定年度前年の消費者物価指数（コア CPI、

年平均値）と応札年度前年の消費者物価指数（コア CPI、年平均値）を用いる。 
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〈供給力提供開始時期の変更の場合〉 

No 記載項目 記載内容 

1 

オークション種別・対

象実需給年度 
供給力提供開始時期の変更により、供給曲線へ影響を及ぼ

したオークションの種別及び対象実需給年度（影響のある

種別・年度のみ） 

2 
メインオークション約

定単価［円/kW］ 
対象実需給年度におけるメインオークション約定単価 

3 
差替を除く契約容量

［kW］ 
対象事業者における、差替を除く契約容量 

4 

経済的ペナルティ額

［円］ 
影響を及ぼした対象実需給年度のメインオークション約

定単価と差替を除く契約容量により算出されたペナルテ

ィ金額 
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図 2-5解約合意書イメージ 
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図 2-6解約合意書（補足情報）イメージ 
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表 2-4請求内容の記載項目 解約合意書 

No 記載項目 記載内容 

1 経済的ペナルティ[円] 経済的ペナルティ総額 

2 ペナルティ振込先 経済的ペナルティの振込先 

 

表 2-5金額算定根拠の項目 解約合意書 

No 記載項目 記載内容 

1 応札年度 応札年度 

2 市場退出年度 市場退出年度 

3 
物価補正 応札前年度コアCPI年平均値 応札年度前年の消費者物価指数（コア

CPI、年平均値） 

4 
市場退出前年度コアCPI年平

均値 
市場退出年度前年の消費者物価指数（コ

ア CPI、年平均値） 

5 

物価補正項 市場退出決定年度前年の消費者物価指数

（コア CPI、年平均値）と応札年度前 年

の消費者物価指数（コア CPI、年平均値）

から算定された物価補正項 

6 物価補正前契約単価[円/kW/年] 物価補正前の契約単価 

7 物価補正後契約単価[円/kW/年] 物価補正後の契約単価 

8 退出容量[kW] 市場退出する容量 

9 経済的ペナルティ[円] 経済的ペナルティの金額 

 

注 1：コア CPIについて 

消費者物価指数（コア CPI、年平均値）は補正実施時点で総務省により公表されて

いる最新の基準年における「生鮮食品を除く総合」指数を用いる。 

 

注 2：制度適用期間前の経済的ペナルティ算定に用いる契約単価の補正 

制度適用期間前に市場退出する場合は、経済的ペナルティ算定において契約単価に

適用する物価補正値の算定に、市場退出決定年度前年の消費者物価指数（コア CPI、

年平均値）と応札年度前年の消費者物価指数（コア CPI、年平均値）を用いる。 

 

なお、容量確保契約の変更・解約・解除の手続きについては、『容量市場業務マニュアル 

長期脱炭素電源オークション（電源等差替・市場退出・契約の変更・登録情報の変更業務

編）』の『5.1 容量確保契約の変更』『5.2 容量確保契約の解約』『5.3 容量確保契約の解

除』を参照してください。  
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 指定口座への振込 

【概要】 

本項は、本機関が指定する銀行口座への振込手続きについて説明します。 

 

【詳細手順】 

容量提供事業者は、請求内容の記載を基に、支払期限日までに指定された銀行口座へ

請求金額の振込を行ってください。なお、振込にかかる手数料は、容量提供事業者負

担であることにご留意ください。 

また、振込人名（カナ）は以下の通りに記載してください。 

・振込人名：事業者コード（4桁）＋空白 1 文字＋法人略称＋事業者名（カナ） 

・法人略称は、金融機関口座カナ名義と同様の略称としてください。 

・ただし、事業名称（協同組合等）については、法人略称は不要です。 

例）株式会社電力広域的運営推進機関（事業者コード：1234）の場合 

振込人名：1234 ｶ)ﾃﾞﾝﾘｮｸｺｳｲｷﾃｷｳﾝｴｲｽｲｼﾝｷｶﾝ 

例）電力広域的運営推進機関協同組合（事業者コード：5678）の場合 

振込人名：5678 ﾃﾞﾝﾘｮｸｺｳｲｷﾃｷｳﾝｴｲｽｲｼﾝｷｶﾝｷｮｳﾄﾞｳｸﾐｱｲ 

 

注 1：振込人名の設定ができない場合について 

容量提供事業者のシステム等の都合により、上記の振込人名の設定ができない場

合は、容量市場システムに登録されている会社名（カナ）を振込人名に記載くだ

さい。ただし、振込人名称に法人形態の記載は必須ではありませんが、法人形態

を記載する場合は金融機関口座振込時の略称ルールに従ってください。 

例えば、会員情報管理システムに登録されている会社名（カナ）が「アイウエ

オ」又は「アイウエオカブシキカイシャ」の場合、振込人名は「ｱｲｳｴｵ」又は「ｱｲ

ｳｴｵ(ｶ」としてください。 

 

注 2：メインオークション及び追加オークションとの合算した振込について 

メインオークション及び追加オークションに関する請求の振込を、長期脱炭素電

源オークションの請求の振込と同時に行う場合は、合算して振込を行うことがで

きます。 
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2.2 支払不足への対応 

本節は、容量提供事業者の支払不足への対応について、以下の流れで説明します（図 

2-7参照）。 

 

2.2.1支払不足への対応策の確認 

 

凡例 業務の流れ

事業者

広域機関 START

2.2業務名 支払不足への対応

支払不足に
関する連絡

支払不足への
対応策の確認

END

2.2.1

 

図 2-7支払不足への対応業務の詳細構成 

 

 支払不足への対応策の確認 

【概要】 

本項は、容量提供事業者の支払不足の確認について説明します。支払不足に関する

本機関からの連絡を確認し、支払不足への対応策を本機関と合意してください。 

 

【詳細手順】 

請求額に対して容量提供事業者からの振込額に不足があった場合は、本機関より支

払不足が発生している旨を電話又は電子メールで連絡しますので、支払状況を確認

の上、支払不足への対応策を本機関と合意してください。合意した内容は電子メー

ルにて送信されますので、内容を確認してください。 

支払不足に伴う追加支払の対応が必要な場合は、不足額分の振込の手続を行ってく

ださい。なお、振込手数料は容量提供事業者負担であることにご留意ください。 
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Appendix.2 業務手順全体図 

 

 

 


